
　平成30年４月から医療費助成制度が
変わります。そのため、新たに対象者と
なると見込まれる重度の精神障がい者
の方及び、重度障がい者医療費助成か
らひとり親家庭医療費助成またはこど
も医療費助成へ移行できると見込まれ
る方に対し、申請書を１１月下旬頃にお
送りしますので、締切日までにご返送く
ださい。審査のうえ、該当する方には３
月上旬に医療証を交付します。
※難病法の助成対象者、特定疾患医療受
給者のうち障がい年金１級相当の方ま

たは特別児童扶養手当１級相当の対象
児童の方、及び裁判所からDV保護命
令が出されたDV被害者の方について
も新たに医療費助成の対象者となりま
す。該当される方は申請してください。

保健福祉課（保険福祉）
３階３２番　 6308-9857

人権擁護委員による特設人権相
談所を開設します
日常生活で生じる様々な人権問題に

ついて、お気軽にご相談ください。
11月17日（金）13：30～16：00
区役所4階　特設相談室
大阪法務局

　　　大阪第一人権擁護委員協議会
6942-1489 6943-7406

所得税の源泉徴収義務者のうち
淀川区内の法人・個人事業者
●平成29年分の所得税の年末
調整のしかた

●法定調書及び個人住民税の給与
支払報告書などの作成・提出方法

所得税の年末調整説明会を
開催します

「暮らしと行政なんでも相談」の開催
11月16日（木）10：00～16：00
（受付15:30まで）
北区役所 1階 区民交流プラザ
弁護士・司法書士・税理士・日本年金機構 他
総務省近畿管区行政評価局
6941-8358

相談機関

11月28日（火）
（午前の部）10：00～12：00
（午後の部）13：30～15：30
メルパルクホール（宮原4-2-1）
東淀川税務署（源泉所得税担当）
6303-0280（直通）、1141（代表） 

※税務署より事前に関係書類をお送りしてい
る場合は、関係書類をご持参ください。
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11月の日曜開庁 11月26日（日） 9:00～17:30
窓口サービス課　 6308-9963／転入･転出などの届出、戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書発行など

6308-9956／住民異動に伴う国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療の各種申請・届出など

日曜開庁のお知らせ

10月31日(火)に学校選択制希望調査
票の提出を締め切りました。選択希望で
締切までに提出できなかった方、希望学
校名を変更したい方は上記期間内に「第

)金(日01月11（」書知通果結査調望希回1
頃発送）を担当窓口までお持ちください。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

→

→

10月10日から大阪福島・西淀川・東淀川
税務署の内部事務を集約処理する｢税務署
事務処理センター｣を設置しました。事務処
理にあたり、同センターから問合せをさせ
ていただくことがあります。
　ただし、同センターの設置により納税者
の皆さまの所轄の税務署を変更するもの
ではありません。書類の提出先や窓口事務
は従来どおり、東淀川税務署となります。

東淀川税務署　 6303-1411

税務署からのお知らせ

医療費助成制度の変更

学校選択制希望校変更受付期間は
11月13日（月）～17日（金）です！

無作為抽出の1500名の方に淀川区
の区政についてのアンケートを郵送
します。アンケートが届きましたら、
回答のご協力をお願いします。
平成29年10月から平成30年3月
の間に2回実施予定
政策企画課（広聴）
5階51番　 6308‐9683

区民アンケートを実施します
調査方法

実施時期

→

→

１千人の第九合唱団
1,000名（未就学児の入場はご遠慮ください）　
1,500円（チケットは淀川区民センターで販売中）
１千人の第九運営委員会、淀川区役所、

　　　（一財）大阪市コミュニティ協会淀川区支部協議会
大阪市文化振興事業

　　　実行委員会
淀川区民センター
6304-9120　
6304-7304

入場料

出 演

助成

ひろ  ときよ はら

第13回 淀川区１千人の第九コンサート

12月25日（月） 18：30～（18:00開場）
メルパルクホール（宮原４-２-１）
【第１部】混声合唱組曲「水のいのち」より

オペレッタ「メリーウィドウ」より他
　　　【第2部】ベートーヴェン交響曲第九番第四楽章　　　

「歓喜の歌」、クリスマスメドレー
清原 浩斗さん（大阪府合唱連盟会長）合唱指揮

　１千人による「歓喜の歌」の大合唱♪そしてクリスマスメドレー
あり♪第九コンサートで2017年を締めくくりましょう！

淀川消防署では9月1日（金）から淀川区
内で発生した心肺停止状態の救急現場に
おいて、近くに居合わせた方（バイスタン
ダー）が人工呼吸やＡＥＤを使用するなどの
救命活動を行なわれた場合、その勇気と献
身的な行動に対して感謝の意を伝えるため
に、バイスタンダーカード
ます。また、救命処置を実施したことにより、
ご心配なことがあり
ましたら問合せ先ま
でご連絡ください。

淀川消防署
6308‐0119

淀川消防署からのお知らせ


